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デ
ジ
タ
ル
庁

○

令
第
十
三
号

総

務

省

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
八
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
並
び
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
九
条
第
八
号
及
び
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く
利
用
特
定
個
人
情
報
の

提
供
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

総
務
大
臣

林

芳
正

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
主
務
省
令
で
定

め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
主
務
省
令
で
定
め

る
事
務
を
定
め
る
命
令
の
一
部
改
正
）
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第
一
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
主
務
省
令
で

定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
六
十
六
条

法
別
表
百
二
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
十
六
条

［
同
上
］

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
八
号
）

二

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
収
入
の
状
況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出

附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
に
よ
る
改

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

正
前
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
収
入
の
状
況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の

届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ

く
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に

基
づ
く
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
（
令
和
六
年
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い

う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



- 5 -

改

正

後

改

正

前

第
二
条

法
第
十
九
条
第
八
号
の
別
表
行
政
機
関
等
の
う
ち
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を
処
理
す
る
者
と
し
て
主

第
二
条

［
同
上
］

務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
者
と
し
、
同
号
の
法
別
表
の
各
項
の
下
欄
に
掲
げ
る

事
務
（
準
法
定
事
務
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
迅
速
に
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
率
化

を
図
る
べ
き
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
号
の
利

用
特
定
個
人
情
報
を
記
録
し
た
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
す
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
別
表
行

政
機
関
等
又
は
法
務
大
臣
は
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
者
と
し
、
同
号
の
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を
処
理

す
る
た
め
に
必
要
な
特
定
個
人
情
報
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
情
報
と

す
る
。

情
報
照
会
者

特
定
個
人
番
号
利
用
事
務

情
報
提
供
者

利
用
特
定
個
人
情
報

情
報
照
会
者

特
定
個
人
番
号
利
用
事
務

情
報
提
供
者

利
用
特
定
個
人
情
報

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

百
五
十
一

文
部
科

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の

［
略
］

［
略
］

百
五
十
一

文
部
科

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の

［
同
上
］

［
同
上
］

学
大
臣
、
都
道
府

支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住

学
大
臣
、
都
道
府

支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成

市
町
村
長

地
方
税
関
係
情
報
又
は
住

県
知
事
又
は
都
道

二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）

民
票
関
係
情
報
で
あ
っ
て

県
知
事
又
は
都
道

二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）

民
票
関
係
情
報
で
あ
っ
て

府
県
教
育
委
員
会

に
よ
る
就
学
支
援
金
の
支
給

第
百
五
十
三
条
で
定
め
る

府
県
教
育
委
員
会

に
よ
る
就
学
支
援
金
の
支
給

第
百
五
十
三
条
で
定
め
る

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
第

も
の

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
第

も
の

百
五
十
三
条
で
定
め
る
も
の

百
五
十
三
条
で
定
め
る
も
の

文
部
科
学
大
臣
、
都
道

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金

府
県
知
事
又
は
都
道
府

の
支
給
に
関
す
る
法
律
に

県
教
育
委
員
会

よ
る
就
学
支
援
金
の
支
給

に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て

第
百
五
十
三
条
で
定
め
る

も
の

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

第
百
五
十
三
条

第
二
条
の
表
百
五
十
一
の
項
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
項
で
定

第
百
五
十
三
条

［
同
上
］

め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

一

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
（
同
法
第
三
条
第

一

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
（
同
法
第
三
条
第

一
項
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る

一
項
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
を
い
う
。
ホ
及
び
次
号
ホ
に
お
い
て
「
就
学
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の
受

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
（
次
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る

給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

住
民
票
に
記
載
さ
れ
た
住
民
票
関
係
情
報

［
削
る
］

イ

当
該
申
請
を
行
う
者
の
保
護
者
等
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項

第
三
号
に
規
定
す
る
保
護
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

［
削
る
］

ロ

当
該
申
請
を
行
う
者
の
保
護
者
等
に
係
る
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

［
削
る
］

ハ

当
該
申
請
を
行
う
者
の
保
護
者
等
に
係
る
道
府
県
民
税
又
は
市
町
村
民
税
に
関
す
る
情
報

［
削
る
］

ニ

当
該
申
請
を
行
う
者
又
は
当
該
者
の
保
護
者
等
に
係
る
住
民
票
に
記
載
さ
れ
た
住
民
票
関
係
情
報

［
削
る
］

ホ

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報

二

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
八
号
）

［
新
設
］
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附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
に
よ
る
改

正
前
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
旧
法
」
と

い
う
。
）
第
四
条
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

イ

当
該
申
請
を
行
う
者
の
保
護
者
等
（
旧
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
保
護
者
等
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
係
る
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

ロ

当
該
申
請
を
行
う
者
の
保
護
者
等
に
係
る
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

ハ

当
該
申
請
を
行
う
者
の
保
護
者
等
に
係
る
道
府
県
民
税
又
は
市
町
村
民
税
に
関
す
る
情
報

ニ

当
該
申
請
を
行
う
者
又
は
当
該
者
の
保
護
者
等
に
係
る
住
民
票
に
記
載
さ
れ
た
住
民
票
関
係
情
報

三

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定

二

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
収
入
の
状
況
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
法
第
十
七
条
の
収
入
の
状
況
の
届
出
に
係

て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

［
イ
～
ニ

略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

［
削
る
］

ホ

当
該
届
出
を
行
う
者
に
係
る
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
命
令
は
、
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八

年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


	次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分

